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行政常任委員会 

 

令 和 ５ 年 ９ 月 ２ １ 日 （ 木 ）               

午 前 １ ０ 時 ２ ３ 分 開  会               

 

○南委員長   それでは、本日の行政常任委員会を開催させていただきます。  

 本日の欠席者は、病気のため村田幸隆委員、出産のため中里沙也加委員でござい

ます。  

 それでは、議案第４９号、令和４年度尾鷲市病院事業会計決算の認定についての

説明をお願いいたします。  

○竹平総合病院事務長   尾鷲総合病院でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。  

 それでは、議案第４９号、令和４年度尾鷲市病院事業会計決算の認定につきまし

て御説明をさせていただきます。  

 決算書の１、２ページを御覧ください。通知をさせていただきます。  

 収益的収入及び支出の収入でございますが、第１款病院事業収益の予算額４４億

６ ,２３１万３ ,０００円に対し決算額は４６億４ ,８３５万７ ,９１３円で、予算額

に比べ１億８ ,６０４万４ ,９１３円の増でございます。  

 内訳としましては、第１項医業収益、予算額２７億６ ,９７５万２ ,０００円に対

し決算額は２７億５ ,２４４万４ ,３３９円で、予算額に比べ１ ,７３０万７ ,６６１

円の減でございます。  

 第２項医業外収益は、予算額１６億９ ,２４６万１ ,０００円に対し決算額は１８

億９ ,５７４万２ ,９１４円で、予算額に比べ２億３２８万１ ,９１４円の増でござ

います。  

 第３項特別利益、予算額１０万円に対し決算額は１７万６ ,６００円で、予算額

に比べ７万６６０円の増でございます。  

 次に、支出では、第１款病院事業費用の予算額４１億４ ,５７０万４ ,０００円に

対し決算額は４０億８ ,３７８万５ ,６５８円で、不用額は６ ,１９１万８ ,３４２円

でございます。  

 内訳は、第１項医業費用、予算額４０億２ ,７４３万６ ,０００円に対し決算額は

３９億６ ,６４８万６８４円で、不用額は６ ,０９５万５ ,３１６円で、このうちの

主なものが、給与費の４ ,４１７万３ ,０００円でございます。  
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 第２項医業外費用は、予算額１億１ ,７７６万８ ,０００円に対し決算額は１億１ ,

６９５万８ ,９７４円で、不用額は８０万９ ,０２６円。  

 第３項特別損失は、予算額５０万円に対し決算額は３４万６ ,０００円で、不用

額は１５万４ ,０００円でございます。  

 次に、３ページ、４ページを御覧ください。  

 資本的収入及び支出の収入、第１款資本的収入におきましては、予算額５億９１

１万２ ,０００円に対し決算額は５億１ ,１５１万円で、予算額に比べて２３９万８ ,

０００円の増でございます。  

 内訳としまして、第１項企業債予算額２億７ ,７４０万円、第２項負担金予算額

２億３ ,１７１万円に対し決算額はいずれも同額でございます。  

 第３項投資返還金は、決算額２４０万円で、第４項寄附金は決算額０円でござい

ました。  

 次に、支出でございますが、第１款資本的支出の予算額６億７ ,３７９万２ ,００

０円に対し決算額は６億６ ,３７０万１ ,０１１円で、不用額は１ ,００９万９８９

円でございます。  

 内訳は、第１項建設改良費、予算額２億８ ,２４９万６ ,０００円に対し決算額は

２億７ ,８７０万５ ,９００円で、不用額は３７９万１００円。  

 第２項企業債償還金は、予算額３億８ ,３４９万６ ,０００円に対し決算額は３億

８ ,３４９万５ ,１１１円。  

 第３項投資は、予算額７８０万円に対し決算額は就学資金貸付金の１５０万円で、

不用額は６３０万円でございます。  

 なお、資本的収入額が資本的支出に不足する額１億５ ,２１９万１ ,０１１円につ

きましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７７万６ ,６３７円

及び過年度分損益勘定留保資金１億５ ,１４１万４ ,３７４円で補塡いたしました。  

 次の５ページ、６ページを御覧ください。  

 病院事業会計の損益計算書でございます。  

 医業収益は、入院収益ほか記載のとおりで、医業収益合計は２７億４ ,５２７万

５３４円でございます。  

 医業費用は、給与費２３億２ ,６１３万１ ,０５６円のほか、材料費、経費、減価

償却費等記載のとおりで、医業収益からこの医業費用の合計３８億９ ,９２８万８ ,

９４３円を差し引いた医業損失は、１１億５ ,４０１万８ ,４０９円でございます。  

 次に、医業外収益でございますが、負担金２億３ ,７６６万１ ,０００円、補助金
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１４億３９３万３ ,１８２円で、この補助金のうち、新型コロナウイルス感染症対

策事業補助金が１３億５ ,３３６万４ ,０００円でございます。長期前受金戻入は２

億３ ,３１３万５ ,７４１円で、医療外収益の合計は１８億９ ,４４４万２ ,７４４円

でございます。  

 医業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費３ ,３６３万４ ,７６４円ほか雑支出

で、医業外費用の合計は１億７ ,７１２万４ ,６０２円で、医業外収益から医業外費

用を差し引いた収支は１７億１ ,７３１万８ ,１４２円となり、医業損失を差し引い

た経常利益は５億６ ,３２９万９ ,７３３円でございます。  

 次のページの特別利益は、過年度損益修正益１７万６６０円、特別損失は３４万

６ ,０００円で、特別利益から特別損失を差し引いた収支はマイナス１７万５ ,３４

０円です。  

 経常利益に特別利益と特別損失を加味した当年度純利益は５億６ ,３１２万４ ,３

９３円で、これに前年度繰越欠損金１２億６ ,３２２万１ ,２２６円を加えた当年度

未処理欠損金は７億９万６ ,８３３円となり、この額を翌年度に繰越しするもので

ございます。  

 次の７ページ、８ページを御覧ください。  

 剰余金計算書について御説明させていただきます。  

 資本金の当年度末残高は、前年度末残高と同額の２億８５万６ ,０９５円です。  

 資本剰余金の受贈財産評価額、寄附金及び国県補助金は、前年度末残高と同額の

記載のとおりでございます。その他資本剰余金は、非償却資産分に係る一般会計か

らの元金償還繰入金１ ,２１６万６ ,０００円により、当年度末残高は２６億３ ,３

１９万６ ,４２１円で、これらを合計した資本剰余金の当年度末残高は２８億４ ,９

７４万６ ,２４５円で、利益剰余金は、当年度純利益５億６ ,３１２万４ ,３９３円

より、当年度末残高はマイナス７億９万６ ,８３３円でございます。  

 次に、下段の欠損金処理計算書につきましては、当年度処分額はございませんの

で、処分後残高は資本金が２億８５万６ ,０９５円、資本剰余金が２８億４ ,９７４

万６ ,２４５円、未処理欠損金がマイナス７億９万６ ,８３３円でございます。  

 次に、９ページから１１ページの貸借対照表について御説明をいたします。  

 まず、資産の部ですが、固定資産の有形固定資産、イの土地からトの建設仮勘定

までの資産額合計９１億６ ,３１７万５ ,８０８円から、減価償却の累計額の合計の

５９億５ ,４６５万９ ,２３６円を差し引いた有形固定資産合計は３２億８５１万６ ,

５７２円でございます。  
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 無形固定資産は、電話加入権、その他無形固定資産で、合計３２７万９ ,２００

円。  

 投資その他の資産は、学資貸与金の４５０万円のほか、合計４５５万２ ,６６０

円で、これら固定資産合計は３２億１ ,６３４万８ ,４３２円でございます。  

 流動資産につきましては、現金預金９億４ ,９５４万２ ,８７８円、未収金は、１

４億７ ,９２９万４ ,０９０円から貸倒引当金５６３万５ ,５１８円を差し引いた１

４億７ ,３６５万８ ,５７２円、貯蔵品は３ ,８６９万５ ,５０３円で、流動資産合計

は２４億６ ,１８９万６ ,９５３円でございます。  

 固定資産、流動資産を合わせた資産合計は５６億７ ,８２４万５ ,３８５円でござ

います。  

 次に、１０ページの負債の部でございます。  

 固定負債の企業債は、建設改良費等の財源に充てるための企業債１６億２ ,０８

２万６ ,７７０円、その他の企業債３ ,０８２万３ ,０００円で、企業債合計は１６

億５ ,１６４万９ ,７７０円で、令和６年度以降に償還予定の企業債元金でございま

す。  

 引当金、退職給付引当金は６億２ ,９８７万１ ,５３４円で、固定負債合計は２２

億８ ,１５２万１ ,３０４円でございます。  

 流動負債の一時借入金はございません。  

 企業債は、建設改良費等の財源に充てるための企業債５億１ ,８９３万５ ,６４９

円とその他企業債５６３万２ ,０００円で、令和５年度に償還予定の企業債元金で

ございます。  

 未払金は１億７ ,７５６万５ ,８９９円でございます。  

 引当金は、賞与引当金１億１ ,１２７万４ ,８３８円及び法定福利費引当金１ ,９

８５万９ ,０５２円で、引当金合計は１億３ ,１１３万３ ,８９０円です。  

 その他流動負債は１ ,３１６万９ ,０７４円で、流動負債合計は８億４ ,６４３万

６ ,５１２円でございます。  

 繰延収益につきましては、長期前受金３７億９ ,７１０万５８６円から収益化累

計額３５億９ ,７３１万８ ,５２４円を差し引いた１億９ ,９７８万２ ,０６２円で、

固定負債、流動負債、繰延収益を合わせた負債合計は３３億２ ,７７３万９ ,８７８

円でございます。  

 １１ページを御覧ください。  

 資本の部でございます。  
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 資本金は２億８５万６ ,０９５円です。  

 剰余金の資本剰余金は、受贈財産評価額３ ,１３０万９ ,４１２円、寄附金１ ,８

２７万６ ,６５０円、国県補助金１億６ ,６９６万３ ,７６２円、その他資本剰余金

２６億３ ,３１９万６ ,４２１円を合計した２８億４ ,９７４万６ ,２４５円でござい

ます。  

 欠損金につきましては、当年度未処理欠損金と同額の７億９万６ ,８３３円とな

り、これを資本剰余金から差し引いた２１億４ ,９６４万９ ,４１２円が剰余金合計

でございます。  

 資本金と剰余金を合わせた資本合計は２３億５ ,０５０万５ ,５０７円。負債と合

わせた負債資本合計は５６億７ ,８２４万５ ,３８５円で、先ほど資産の部で御説明

させていただきました資産合計額と同額でございます。  

 次に、１２ページを御覧ください。  

 今回の決算及び財務諸表作成に当たっての会計処理の基準及び手続を記載してお

ります。  

 主なものについて御説明をさせていただきますが、重要な会計方針に係る事項に

関する注記につきましては、資産の評価基準及び評価方法として、貯蔵品は先入れ

先出し法による原価法を適用しております。  

 固定資産の減価償却の方法としては、有形固定資産は定額法を適用しております。  

 引当金の計上方法として、退職金給付引当金は、職員の退職手当の支給に備える

ため、毎事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上するものでご

ざいます。  

 なお、当事業においては平成２５年度末までの引き当てがないことから、地方公

営企業法施行規則の附則第五条第１項に基づき、平成２６年度初日の要支給額を平

成２６年度から１５年間で分割を計上しております。  

 平成２６年度初日の要支給額が１１億１ ,２０９万１ ,１７１円であるため、平成

２６年度から令和９年度までは１年当たり７ ,４１３万９ ,４１２を引き当て、令和

１０年度は７ ,４１３万９ ,４０３円を引き当ていたします。  

 賞与引当金及び法定福利費引当金は職員の期末・勤勉手当の支給及び法定福利費

の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の

負担に属する額を計上しております。  

 次に、１３ページを御覧ください。  

 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回
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収不能見込額を計上しております。  

 ５のその他の会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項としては、

消費税及び地方消費税の会計処理については、予算は税込処理、財務諸表は税抜処

理としております。  

 貸借対照表等に関する注記につきましては、企業債の償還に係る他会計の負担は、

貸借対照表に計上されている企業債のうち、他会計が負担すると見込まれる額は１

１億９ ,５０５万１ ,０００円でございます。  

 引当金の取崩しは、退職給付引当金として８ ,３６０万１ ,７７０円、賞与引当金

として１億６４９万５ ,２２０円、法定福利費引当金として２ ,０８９万１ ,２１０

円、貸倒引当金として３０万８ ,４９３円をそれぞれ取り崩しております。  

 以上が令和４年度尾鷲市病院事業会計の決算説明でございます。  

 続きまして、１４ページ以降の決算附属書類でございますが、１５ページを御覧

ください。  

 １５ページの経営指標に関する事項では、経営の概況とともに経常収支比率、修

正医業収支比率、病床利用率について、過去５年間の指標の推移を記載しておりま

す。表に記載のとおり、令和４年度も、新型コロナウイルス感染症患者受入れ空床

確保による補助金収入により経常黒字となっておりますが、患者数が大幅に減少し、

病床利用率は４０ .６６％となっております。  

 令和５年度は医師数の増加もあり、病床利用率につきましては増えつつあります

けれども、コロナ禍前の状態まで回復することは難しく、経営強化プランを作成し

た上で、安定した経営を目指したいというふうに考えております。  

 次に、１９ページを御覧ください。少し飛びます。通知をさせていただきます。  

 業務１の業務量でございます。  

 稼働状況でございますが、入院延べ患者数は前年度に比べ９ ,４９１人減の３万

７ ,８４２人、外来延べ患者数は前年度に比べ２ ,０２５人減の８万３ ,６６１人で、

前年度に引き続きコロナ禍の影響が出ているものと考えております。  

 ２０、２１ページには、診療科別の患者取扱状況を記載しておりますので、また

御参照をください。  

 次に、２２ページを御覧ください。少し飛びます。  

 事業収入に関する事項でございます。  

 事業収入の合計は、合計は一番下の段になりますが、４６億３ ,９８８万３ ,９３

８円で、前年度に比べ４億６ ,３９５万９ ,０５６円の減でございますが、この理由
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といたしましては、入院収益と外来収益の減によるものが主なものでございます。  

 次ページの事業費に関する事項でございますが、事業費の合計は、一番下になり

ます、４０億７ ,６７５万９ ,５４５円で、前年度に比べ５ ,８５４万４ ,０６６円の

増でございます。  

 この増額の主な理由としては、前年度に比べ、患者数の減等により、材料費につ

きましては５ ,６６８万８６０円の減となっておりますが、応援医師の派遣に伴う

給与費等の増額、また、リニアック及び電子カルテの償却が開始されたことにより、

減価償却費が増となったことなどによるものでございます。  

 次に、２５ページを御覧ください。  

 重要契約の要旨でございます。  

 医療機器等の購入につきましては、磁気共鳴画像診断撮影装置や汎用人工呼吸器

などの購入、更新など記載のとおりでございます。  

 委託契約につきましては、給食業務委託ほか記載のとおりで、例年の委託業務で

ございます。  

 次、２７ページを御覧ください。  

 企業債及び一時借入金の概況でございます。  

 企業債は、前年度末残高２２億８ ,２３１万２ ,５３０円、本年度借入高２億７ ,

７４０万円、本年度償還高３億８ ,３４９万５ ,１１１円、本年度末残高は２１億７ ,

６２１万７ ,４１９円で、前年度と比べ１億６０９万５ ,１１１円の減となってござ

います。  

 次に、３の現金・預金保管に関する事項でございますが、百五銀行尾鷲支店に、

普通預金９億４ ,６３９万２ ,８７８円、同じく普通預金３００万円、病院総務課に

時間外等の会計窓口釣銭用の現金１５万円で、合計９億４ ,９５４万２ ,８７８円で

ございます。この金額は、９ページの貸借対照表流動資産の現金預金額と一致をし

ております。  

 ２８ページを御覧ください。  

 未収金の明細書でございますが、医業未収金４億５ ,３５２万３ ,３７９円、医業

外未収金１０億２ ,４７６万７１１円、その他未収金１０１万円で、合計１４億７ ,

９２９万４ ,０９０円でございます。  

 下段の貯蔵品の薬品は１ ,４１８万５３１円、診療材料は２ ,４５１万４ ,９７２

円で、合計３ ,８６９万５ ,５０３円。前年度と比べて４２万６ ,９１５円の増でご

ざいます。  
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 ６の未払金につきましては、医業未払金１億７ ,３５６万８ ,３４８円、医業外未

払金２７８万７ ,５５１円、その他未払金１２１万円で、合計１億７ ,７５６万５ ,

８９９円でございます。  

 その他につきましては、一般会計負担金等の充当先を記載しております。  

 次に、３０、３１ページを御覧ください。  

 キャッシュ・フローの計算書でございます。  

 業務活動によるキャッシュ・フローが１億２ ,５５５万１ ,９６５円、投資活動に

よるキャッシュ・フローがマイナス２ ,３８４万４ ,３７３円、財務活動によるキャ

ッシュ・フローがマイナス１億６０９万５ ,１１１円となり、本年度は、前年度と

比較して４３８万７ ,５１９円の減でございます。  

 資金期末残高は９億４ ,９５４万２ ,８７８円で、貸借対照表、流動資産の現金預

金と一致しております。  

 ３２ページから３８ページまでにございました収益費用と資本的収支明細書を記

載しており、また、３９ページには固定資産明細書、４０ページには企業債明細書

で、令和４年度に発行したものは４０ページの令和４年度に発行した表の一番下の

３件が、令和４年度に発行したものでございます。  

 決算書の説明につきましては以上でございます。  

 引き続き、総務課長から、資料にて詳細を説明させていただきます。  

○高濱総合病院総務課長   それではお手元の資料の１ページをお願いします。  

 令和４年度の入院の診療科別の診療報酬でございます。変動の大きい主な診療科

のみ説明させていただきます。  

 まず、内科でありますが、令和４年度は、３年度に比べ５ ,０５６人の減少で、

約１億８ ,３００万円の減額となりました。減額の要因といたしましては、内科の

常勤医師数の減少に伴うものと考えております。  

 ５行目の整形外科につきましては５ ,０５６人の減少で、約２億１ ,３９０万円の

減額となっており、こちらも常勤医師数が２名から１名になったことにより、手術

件数等が減少したことが主な要因と考えております。  

 産婦人科におきましては４５４人の増となり、約１ ,６８０万円の増額となって

おります。産婦人科におきましては、常勤医師数が１名から２名となったことによ

って、帝王切開等、分娩等を他院に紹介することなく当院で分娩できるようになっ

たことが、このような結果になったと考えております。  

 下段の表をお願いします。  
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 それで全て集計しまして、入院収益全体で３年度に比べ一般病床で６ ,９１７人

の減で、３億２ ,８０４万７ ,８１０円の減額、療養病床の地域包括ケア病棟で２ ,

５７４人の減で、５ ,５９９万９ ,５４８円の減額となり、合計で３億８ ,４０４万

７ ,３５８円の入院収益の減額となりました。  

 ２ページを御覧ください。  

 こちらは、外来の診療科別の診療報酬の前年度比較となります。こちらも変動の

大きい主な診療科のみ説明させてもらいます。  

 まず、内科におきまして、２ ,２０９人の減に伴って、約４ ,９６０万円の減額と

なっております。常勤医師数の減により、外来患者数も入院患者数同様に減少して

おりますが、外来に関しましては、ほぼ毎日、非常勤の医師に応援に来ていただき、

入院患者ほど減少させずに済んだと思っております。  

 ３行目の外科におきましては、１３９人の減に伴って、約９００万円の減額とな

っております。  

 ５行目の整形外科におきましても、内科同様に、常勤医師数の減によって１ ,５

３９人の減で、約１ ,７６０万円の減額となりましたが、こちらも内科同様に、ほ

ぼ毎日、非常勤の先生に来ていただいて、入院患者数ほど減額をさせずに済んだと

考えております。  

 一番下の通所リハビリテーションにおきましては、令和３年７月から開始したと

ころですが、整形外科の外来に集計しておりましたが、介護報酬のために、令和４

年度から単独で計上するようにいたしました。１ ,３１３人で約５００万の収益と

なっております。  

 ３ページをお願いします。  

 こちらは、医療機器と施設・設備の修繕の前年との比較表でございます。  

 上段の医療機器修繕は、御覧のように、５０万以上で、Ｘ線ＴＶシステムの修繕

のほか５件と、５０万未満の修繕でも増額になり、全体で６００万ほど増額となっ

ております。  

 下段の施設・設備関係の修繕費におきましては、吸収式冷温水発生機冷却水系チ

ューブ及びキャンドポンプの交換修繕の１ ,２２０万円や５０万未満の修繕で、約

２８０万円の増額となっておりますが、全体で約２５０万円の減額となっておりま

す。医療機器の修繕と合わせて約３３０万の増額となっております。  

 ４ページのほうをお願いします。  

 こちらは、賃借の内訳となります。  
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 駐車場、その他は前年同額、寝具患者衣布団等は、入院患者数の減少に伴って約

９０万円の減額。  

 医師住宅の家賃は、４２万円の増額は、１０月に突然というか、想定外で赴任し

た放射線科の医師の分を借り上げたものでございます。  

 在宅酸素賃借料は、医療機器の賃借に予算を組み替えたため、皆減となっており

ます。医療機器の賃借の増減は、在宅酸素賃借料を組み替えたもの以外では、下か

ら５段目の移動式ＭＲＩの賃借６８５万円で、増額の主な要因となっております。  

 その他賃借はほぼ同額で、賃借料全体で約６７０万円の増額となっております。  

 ５ページをお願いします。  

 こちらは、委託料の内訳でございます。金額の大きい主なものを説明いたします。  

 医療事務委託の増額は、契約内容は同様でありますが、人件費相当の値上げが要

因となっております。  

 院内業務委託の一般・産廃処理業務は、新型コロナウイルス感染症による感染性

廃棄物の増額によるものでございます。院内清掃業務、警備業務委託は、新契約に

伴いまして増額となっておりますが、契約内容はほぼ同様で、人件費相当の値上げ

によるものでございます。給食業務委託は、入院患者の減少に伴う実績の減額でご

ざいます。そのほかは、御覧のとおりとなっております。  

 続きまして、医療機器の保守委託につきましては、ＭＲＩ装置の保守は、４年度

は新規購入によって購入時１年間メーカー保証となるため、保守費用は発生してお

りません。そのほかは、御覧のとおりとなっております。  

 次ページをお願いします。  

 建設設備保守については、ほぼ同額でございます。  

 コンピューター保守についても、御覧のとおりとなっております。  

 その他委託では、給食材料委託も入院患者数の減に伴って、委託金額も減少して

おります。  

 委託料全体で約１ ,１７０万円の減額となっております。  

 ７ページ、お願いします。  

 こちらは、決算書９ページの貸借対照表、２、流動資産（貯蔵品）の内訳となり

ます。薬品の在庫が薬品倉庫、検査室倉庫、検査室、病棟ほかで１ ,４１８万５３

１円分で、診療材料がＳＰＤ倉庫、病棟ほかで２ ,４５１万４ ,９７２円となってお

ります。  

 ８ページのほうをお願いします。  
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 こちらは、新型コロナウイルス感染症関係の補助金でございます。  

 補助対象は、新型コロナウイルスの陽性患者の受入れ病院としての確保病床とそ

れに伴う休止病床に対しての補助金であり、令和４年度は、単価７万１ ,０００円

のベッドが１万７ ,８８４床で１２億６ ,９７６万４ ,０００円、単価５万円のベッ

ドが１ ,６７２床で８ ,３６０万円で、合わせて１３億５ ,３３６万４ ,０００円とな

りました。  

 ９ページ、お願いします。  

 こちらは、リニアックの稼働状況と収支状況になります。  

 まず、上段の患者実績であります。  

 稼働開始時は、医師、技師等から少なめで開始したいという希望によって、４月

は１ .９５、５月は２ .４２件となっておりますが、その後も、目標の１０ .８に到

達することなく、年度平均で４ .１４件という結果になりました。  

 その実績に伴って、下段の表の収支状況でありますが、令和４年度では、収益で

１ ,６３９万８ ,０００円を見込み、費用では８ ,６２２万２ ,０００円となっており

ます。  

 計上方法といたしましては、下にも書いてございますが、入院収益は入院基本料

のみ、ほかのいろんな処置の加算とか、もし抗がん剤治療したときのそういう処置

代とかは計上せずに、入院基本料のみを計上しております。照射に係る収益は、外

来収益のほうに計上させてもらいました。  

 ５年度のほうも、見込みなんですが、１０ .８件は厳しく、８月までの実績を基

に５年度は見込んでおります。６年度以降は、目標の１０ .８件を見込んで、収支

状況として掲載しております。  

 １０ページを御覧ください。  

 こちらは、尾鷲市債権管理に関する条例に基づいて債権放棄したものを尾鷲市債

権の管理に関する条例施行規則第７条の規定に基づき報告するものでございます。  

 ７人分の２７件、３０万８ ,４９３円を債権放棄するもので、同条例の第１２条

の規定により、毎年、債権放棄を行い、債権放棄したものの金額を不納欠損と処理

したものでございます。生活困窮状態で資力回復困難によるものが２４件で、３０

万６ ,８６３円、履行させることが困難または不適当であるものが３件、１ ,６３０

円であります。  

 合計金額は、決算書１３ページの貸倒引当金の取崩額として表記しております。  

 以上で、議案第４９号に係る尾鷲総合病院の説明は以上となります。よろしく御
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審議のほど、お願いします。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 以上が病院の令和４年度の決算の報告でございます。  

 御質疑、御意見のある方。  

○小川委員   参考資料の２ページ、お願いします。  

 先ほど常勤医師の減によるという、外来が減っていくの、２ ,０００人ぐらい減

っていますよね。これなんですけれども、今、去年もそうだと思うんですけど、高

熱の方の救急とか、断っていますよね、受け付けられないというの。こういうのが

原因じゃないんでしょうか。どうでしょうか。  

○南委員長   総務課長。  

○小川委員   ちょっといいですか。  

 もし、制度でそういうふうになっているんだったら、また説明いただけますか。  

○高濱総合病院総務課長   発熱等を救急で断っているというのは、実際にはそう

なんですが、救急を断っているということによって、特に前年度は常勤医師が不足

したこともあり、７月は去年、救急を約１０日間止めたこともあって、患者数に、

外来患者数が影響したとは、影響もあるとは思っております。  

 ただ、発熱を断っているということに関しましては、小川委員さんのほうから制

度の説明をということなんですけど、尾鷲総合病院は、２４時間３６５日の救急医

療の体制を整えております。ただし、この救急医療は、三重県からの救急告示病院

として指定されていまして、二次救急の救急指定病院となっております。  

 救急というのは、一次、二次、三次というものがありまして、尾鷲総合病院が、

一次、二次、三次の中の二次ということになります。二次救急というものは、じゃ、

何かというと、入院を要する救急が二次救急ということになります。  

 ですので、発熱等の軽微な救急に関しましては、一次救急の尾鷲市と紀北医師会

さんが委託契約を結んでいますが、発熱等は一次救急になる分野が多いので、でき

ればかかりつけ医をという紹介はさせていただいておると思います。  

 ですので、断っていると言われれば断っているということになるんですが、うち

としましては、発熱等であればしばらく様子見ていただいて、もし食事等が取れな

い場合は入院が必要かもしれませんけど、しばらく様子を見ていただいて、解熱す

るのか発熱が続くのかを見ていただいて、発熱のみならばかかりつけ医、もしくは

初期救急の開業医の先生方のほうで、尾鷲総合病院としては入院を要する二次救急

に徹したいというのが、そういったことになっております。  
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 ただ、患者さんにとっては、多分命に関わることなので、私は一次救急なのか、

二次救急なのか、三次救急なのかということは、患者さん自身は自分で判断するこ

とが難しいと思います。ですので、事前に、救急にかかるときには連絡をください

と、こちらで聞き取りをさせてもらって御案内をさせてもらうということで、断っ

ていると言えば断っているんですが、その指示の下でさせていただいております。  

○小川委員   今、説明を聞けば納得はするんですけれども、患者さんとしては、

今、先ほど軽微なと言われましたけれども、４０度の熱があってでも断られたとい

うことで、何のための病院なんだという苦情を三つぐらいいただきました、３件ぐ

らい。丁寧に説明してくれるといいんですけど、受付できませんよという、外来で

来てくださいって、ただ断られるだけでは、総合病院の評判も落とすんじゃないか

と思うので、丁寧な説明をきっちりしていただきたいと思うんですけど、いかがで

すか。  

○竹平総合病院事務長   おっしゃるとおりで、患者にとっては、やっぱり当然、

それが４０度も熱があればどうかという話になると思います。ですので、その辺の

ところはきちんと、電話をいただいたときに、看護師さん、医師の当然指示を下に、

患者に対して丁寧な説明に心がけたいと、そういうふうに思います。  

○小川委員   あんまり言いたくないんですけど、総合病院で断られて、紀南病院

に行ったという方も見えますので、その辺ちょっと検討していただきたい、そのよ

うに思います。  

○南委員長   他にございませんか。  

○中村委員   決算書３４ページの経費についてお尋ねしたいんですけれども、光

熱水道費の１億六百何万というのがあるんですけれども、これの過去３年分の、そ

うやから、内訳と月々の一覧表をまた、すみません、出していただきたいんですけ

れども。  

○南委員長   用意できますか。  

○高濱総合病院総務課長   提出ですか。合計額でしたら、今、御説明できますけ

ど。  

○中村委員   これって、医療用と患者用とかというのは分かれていますか。  

○高濱総合病院総務課長   医療用と患者用は分かれていないです。  

○中村委員   それでは、合算ので出していただきたいと思いますが、１年分しか

出ないんですか。  

○南委員長   課長補佐……。出んか。  
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○高濱総合病院総務課長   電気水道はありますが、どうさせてもらいましょう。

このまま読み上げてよろしいですか。  

○南委員長   細かいやつの、後でも、資料でも提示してもらったらええんやけど

ね。  

 それでよろしいですか。お願いしますね。  

○中村委員   いいです。  

○南委員長   よろしいですか。  

○中村委員   あれです、採決までに出していただきたい。  

○南委員長   他にございませんか。  

 どうぞ、どうぞ。  

○小川委員   資料の６ページ。  

○南委員長   資料の６。  

○小川委員   電子カルテ保守、これ、１１２万ほど安くなっているんですけど、

これはどういうことなんでしょうか。  

○高濱総合病院総務課長   ３年度の４、５、６は更新前の業者の保守で、入れ替

わって安くなっている分とお考えいただければと。  

○小川委員   先日の市民サービス課の説明で、ジェネリックの使用率、病院の場

合、ＤＰＣの診療報酬とも関わってくると思うんですけど、市民課のサービスで聞

いたとき、四十何％です、３％か５％って聞いたんですが、病院のほうのジェネリ

ック使用率というのはどうなんでしょうか、今。今というか、４年度と現在と。  

○高濱総合病院総務課長   令和４年度で８４ .５％、令和３年度では８３ .４％で

すので、令和２年度も８１ .２％ですので、年々、ちょっと上昇してはいるかなと

思っております。  

○小川委員   今、数字を聞いてびっくりしたんですけど、厚労省のほうの目標と

いうのは８０ぐらいやなかったかと思うんですけど、いかがなんでしょうか。  

○松井総合病院総務課主幹兼係長   以前は８０％だったんですけれども、現在は

８５％から９０％を目指してくださいということでなっておりまして、尾鷲総合病

院も８５％ぐらいに今後なっていく見込みでございます。  

○小川委員   ジェネリックを作っている薬品会社というのは何か事故があって、

薬品不足に陥っていると聞いたんですけど、今後、大丈夫なんでしょうか。  

○松井総合病院総務課主幹兼係長   御指摘のとおり、やはりジェネリックの会社

が、材料の調達とか、いろんな状況によって製造ができないということがあるんで
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す。それで、ほかの違うお薬があればいいんですけれども、ないところがありまし

て、そちらのほうでなかなかドクターのほうも、薬剤師のほうも困っている状況が

あります。  

 なんですけれども、厚労省のほうとしては、ほかにない、後発医薬品がない部分

については、後発医薬品の率には換算しないでいいですよというような規定もあり

ますので、８５％ぐらいはキープできていくのかなと今後思っております。  

○中村委員   資料の１ページの入院患者数について、延べというのか、入院日数

を掛けたのを教えていただきたいんですけれども。  

○高濱総合病院総務課長   こちらが、委員さん言われる人数になる、延べになり

ます。ですので、７日入院すれば７に。  

○中村委員   ありがとうございます。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   じゃ、ないようですので、ちょっと、私のほうからちょっと二、三、

質問させていただきます。  

 当医院のコロナ禍の影響により、大変、令和元年から始まって１年、２年、３年

ということで、もう直接的な医業収支については、今年度、４年度だけでも１１億

余りのマイナス、３年度においても約６億あたりのマイナス、２年度は４億５ ,０

００万ということで、直接、医業収入と収支を引いた場合、もう大変な事態なんで

すけれども。  

 恐らく令和５年度も、この数字に似通った数字が明らかに出ると思うんですけれ

ども、やはり全般的な話として、病院の経営の大改革というのがもうしていかんこ

とには、今の内部留保金を含めても、２年、３年で僕、食い潰してしまうんじゃな

いかなというような危惧をいたします。  

 そういった意味では、当委員会でも、一度、病院を中心に委員会を持つ計画はし

ておるんですけれども、現実として早め早めに手だてせんことには、もう持続可能

な病院経営ができないと思うんですね。もう間近にも迫っておる、本当に危機的状

況だと思うんですけれども。  

 これはもう全体の決算を見てそうなんですけれども、特に病院のほうでは、その

ような持続可能な病院経営についてはどう考えておりますか、過去の決算を見て。  

○竹平総合病院事務長   確かに委員御指摘のとおり、令和４年度の稼働率という

のは４０ .６６％、そして今、令和５年度の稼働状況を見ますと、大体５０％前後
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で推移している。当然、収益についてもそういう形になっております。確かにコロ

ナ禍以前のところまでは回復していないというのは、確かに現状としてございます。  

 ただ、当然のことながら、昨年度以来、医師数を、減った医師数が、医師数の確

保をしながら、やっぱり医師数を確保することで、やっぱり医療の体制というもの

が確立できていけば、それがやっぱり入院収益とかそういったものに返ってきます

ので、当然、患者数というものにつきましては、きっちりとこれからも推移につい

て注視をしながら、やっぱり安定的な経営というのが大切でございますので、そう

いったものと地域医療体制の確保と、こういうことについては検討を重ねてまいり

たいというふうに思っております。  

○南委員長   これは市民の最も必要とする命の安全を守ってもらえる唯一の地域

病院でございますので、やはり一方では、経営状況が物すごく危惧されるのは、も

う僕らよりか病院関係者のほうがもう一番よく分かっておると思うんですね。  

 そういった意味で、もう本当に大改革を進めないことには克服できないという問

題ですので、これからも、特に患者云々の話じゃないんですけど、やはり持続可能

な病院経営の在り方というのを、僕は市民とともに情報を開示しながら構築してい

くべきだと、そのように考えておりますので、ぜひとも病院長をはじめ、病院管理

者もそうなんですけれども、そういった方向でいち早く検討を進めて、結果を出す

ような形を進めていただきたいと強く要請をいたしたいと思います。  

 よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   以上で病院の審査を終了いたします。  

 ここで１０分間休憩いたします。  

（休憩  午前１１時０９分）  

 

（再開  午前１１時２３分）  

○南委員長   それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 最後に、議案第５０号、令和４年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び決算の認定についての説明をお願いいたします。  

○神保水道部長   議案第５０号、令和４年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余

金の処分及び決算の認定について説明させていただきます。  

 初めに、令和４年度決算の業務実績の概要について説明させていただきます。  

 損益計算上の給水収益は３億８ ,０４０万５ ,７９８円で、前年度と比較しますと
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５ ,８５４万４３０円の減額で、前年比約１３ .３％の減となりました。  

 その内訳は、上水道収益では４ ,６４６万９ ,１３１円の減額、前年比約１２ .

４％の減、簡易水道収益では１ ,２０７万１ ,２９９円の減額で、前年比約１８ .

８％の減となりました。これは、人口減少による減収だけでなく、官公署等を除く

契約者に６月から８月の３か月間、基本料金を減免したことで、給水収益が減収し

た結果でございます。  

 それでは、令和４年度尾鷲市水道事業会計決算書から説明させていただきます。  

 なお、さきの本会議の提案説明におきまして決算書の説明をいたしましたので、

重複する部分は概略を説明させていただきます。  

 １ページを御覧ください。  

 収益的収入及び支出については、収入の第１款水道事業収益の決算額は４億８ ,

９６６万８ ,７３８円で、予算額より４２６万９ ,２６２円の減となりました。  

 次に、支出の第１款水道事業費用の決算額は５億３２４万３ ,５４３円で、１ ,８

０６万２ ,４５７円の不用額が生じております。  

 続きまして、３ページの資本的収入及び支出についてでございますが、収入の第

１款資本的収入の決算額は５ ,６８２万３ ,７００円で、予算額より５０９万９ ,３

００円の減となりました。  

 次に、支出の第１款資本的支出の決算額は３億１ ,１９７万５４６円で、不用額

が４５０万６ ,４５０円となっております。  

 また、資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額２億５ ,５１４

万６ ,８４６円は、下段に記述してありますように、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金で補塡いたしました。  

 次に、５ページの損益計算書を御覧ください。  

 科目別の詳細につきましては後ほど説明させていただきます。  

 営業収益３億８ ,２６３万７ ,８４１円から営業費用４億３ ,４１４万４ ,８７２円

を差し引いた５ ,１５０万７ ,０３１円が営業損失で、これに営業外収益６ ,８９１

万９ ,７３９円を加え、営業外費用３ ,６６８万２ ,８８３円を減額しますと、本年

度は１ ,９２７万１７５円の経常損失となりました。  

 この経常損失から特別損失５７万９６円を増額した当年度純損失は１ ,９８４万

２７１円となり、この当年度純利益に前年度繰越利益剰余金２億５ ,５５２万７３

７円を加え、減債積立金の使用に伴い発生するその他未処分利益剰余金変動額７ ,

７４５万４ ,９６７円を合わせた額、３億１ ,３１３万５ ,４３３円が当年度未処分
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利益剰余金となります。  

 次に、６ページの剰余金計算書を御覧ください。  

 資本金は、前年度末残高に前年度処分額５ ,０３３万８ ,９１２円を加え、当年度

末残高は２０億８ ,４４１万８ ,４５９円となっております。  

 資本剰余金の部では、工事負担金からその他資本剰余金までの資本剰余金合計は

前年度末残高と同額で４ ,６８２万３８８円となります。  

 利益剰余金の部では、減債積立金は、前年度積立額７ ,０００万円を加えたもの

から今年度の補塡財源として７ ,７４５万４ ,９６７円を使用したため、当年度末残

高は１億３ ,７７４万１ ,４４８円となり、建設改良積立金は前年度末残高と同額で

７ ,６４３万５ ,９５６円となります。  

 未処分利益剰余金の当年度末残高は、先ほどの損益計算書で説明いたしました当

年度未処分利益剰余金３億１ ,３１３万５ ,４３３円で、利益剰余金合計は５億２ ,

７３１万２ ,８３７円となります。  

 次に、７ページの尾鷲市水道事業会計剰余金処分計算書（案）につきましては、

利益の処分について本議案において一括して御審議をお願いするものであり、当年

度未処分利益剰余金３億１ ,３１３万５ ,４３３円のうち、減債積立金として７ ,０

００万円を積み立て、減債積立金の取崩しに伴い発生したその他未処分利益剰余金

変動額と同額分７ ,７４５万４ ,９６７円を資本金へ組み入れ、残額の１億６ ,５６

８万４６６円を翌年度へ繰越ししようとするものでございます。  

 次に、貸借対照表でございます。  

 ８ページから１０ページを御覧ください。  

 まず、資産の部でありますが、１の固定資産は、有形固定資産から投資その他の

資産までの合計で４６億７ ,９８４万１ ,３６４円であります。  

 ２の流動資産は、現金預金からその他流動資産までの合計で６億１ ,６５５万６ ,

６６１円で、資産合計は５２億９ ,６３９万８ ,０２５円となります。  

 ９ページの負債の部ですが、３の固定負債は、企業債と引当金の合計で２０億３ ,

４４０万７ ,８６５円となります。  

 次に、４の流動負債は、企業債からその他流動負債までの合計２億８ ,２５６万

９ ,４０５円で、次の繰延収益３億２ ,０８６万９ ,０７１円を合わせた負債合計は

２６億３ ,７８４万６ ,３４１円となります。  

 １０ページ、資本の部では、資本金は２０億８ ,４４１万８ ,４５９円、剰余金は

資本剰余金と利益剰余金の合計５億７ ,４１３万３ ,２２５円となり、資本合計は２
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６億５ ,８５５万１ ,６８０円となります。  

 負債資本の合計は５２億９ ,６３９万８ ,０２５円となり、８ページの資産合計の

額と一致しております。  

 次の１１ページ、１２ページは会計処理の基準及び手続を注記として明示してお

ります。そのうち１２ページのⅡ貸借対照表等に関する注記、貸倒引当金６万３ ,

１８０円は、尾鷲市債権の管理に関する条例第１２条第１項第７号により令和５年

３月３１日に水道料金債権７件を放棄し、尾鷲市水道事業会計規程第２４条により

不納欠損したものでございます。  

 続きまして、１３ページから、決算附属書類、令和４年度尾鷲市水道事業報告書

については、１９ページ以降の令和４年度尾鷲市水道事業会計収益費用明細書で一

部御説明申し上げます。その他の内容につきましては後ほど御覧ください。  

 次に、１８ページの令和４年度尾鷲市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書を

御覧ください。  

 業務活動によるキャッシュ・フローは、当年度純損失から非現金支出項目と流動

資産、流動負債の増減を調整して通常の業務活動の実施に係る資金の状態を間接法

で表示しており、業務活動による資金が１億５ ,３９７万５ ,４８４円増えたことを

表しております。  

 ２は、固定資産の取得など将来に向けた運営基盤確立のため投資活動に係る資金

の状態を示す投資活動によるキャッシュ・フローであり、固定資産の取得による支

出、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入及び工事負担金の受入によ

る収入の項目を表示し、投資活動に資金を４ ,０３９万５ ,０５７円使ったことを示

しております。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、企業債の借入償還などの資金調達による

資金の増減を表しており、資金が１億９ ,０５５万７ ,４２０円減ったことを示して

おります。  

 資金増加額は、１から３までの合計で資金が７ ,６９７万６ ,９９３円減ったこと

を示しております。  

 資金期首残高は、期首の現金預金残高であり、令和３年度決算の現金預金額の６

億７ ,８４１万６ ,０６９円となっており、これから資金減少額を差し引いた資金期

末残高６億１４３万９ ,０７６円は、８ページの令和４年度尾鷲市水道事業会計貸

借対照表、現金預金の額と一致しております。  

 １９ページを御覧ください。  
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 水道事業収益、営業収益のうち給水収益３億８ ,０４０万５ ,７９８円は上水道、

簡易水道料金で、前年度と比較しますと５ ,８５４万４３０円の減収となり、約１

３ .３％の減となりました。この要因の大半は、新型ウイルス感染症の対策として、

官公署等を除く契約者には６月から８月の３か月間、基本料金を減免したことの影

響でございます。  

 受託工事収益はございませんでした。  

 他会計負担金は、公園、墓地等用水等の一般会計負担金でございます。  

 その他営業収益は、手数料と材料売却収益等で、給水工事申請時の設計審査及び

工事検査料等と直結止水栓、メーターボックスの材料売却の収益でございます。  

 営業外収益では、預金利息が５ ,３５２円、他会計補助金は、簡易水道事業の企

業債支払利息及び新型コロナウイルス感染症の対策としての基本料金減免分に対す

る一般会計からの補助金でございます。  

 次の長期前受金戻入は、固定資産の取得または改良に充てるための補助金等を長

期前受金として負債に計上した上で、その補助金等が充てられた資産の減価償却及

び除却に合わせて収益化していくもので、１ ,６１４万２ ,８６０円となっておりま

す。  

 次の資本費繰入収益については、長期前受金戻入同様、固定資産の取得または改

良に充てるために起こした簡易水道事業の企業債元金償還に対する一般会計からの

補助金でございます。  

 次ページのその他雑収益は、三重県警察本部及び矢浜保育園へ貸付けをしている

用地賃貸料等でございます。  

 続きまして、支出でございますが、２１ページの水道事業費用、営業費用のうち

原水及び浄水費ですが、給料から雑費までの８ ,８７３万７ ,７０８円は、３名分の

人件費のほか、主なものは、委託料として電気工作物の保安管理業務、各配水池施

設の設備保守点検業務、水質検査業務委託料を支出しました。  

 手数料は、簡易水道の毎日水質検査が主なものでございます。  

 修繕費につきましては各施設の維持修繕に係る支出で、動力費については上水道

及び簡易水道浄水場施設の電気料でございます。  

 続きまして、２２ページ、配水及び給水費ですが、給料から雑費までの計５ ,３

９６万１ ,７７３円は、３名分の人件費のほか、主なものといたしましては、委託

料は、浄水区域管路診断業務と水道施設管理システム、保守点検情報更新業務委託

等で、修繕費につきましては配水管の漏水等修繕費でございます。  
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 動力費は、上水道及び簡易水道配水施設の電気料でございます。  

 材料費は、公道ボックスなどで修繕に伴う材料費でございます。  

 受託工事費については支出はございませんでした。  

 次に、２３ページ、業務費につきましては、備消品費から雑費までの計４ ,５９

０万４ ,４６５円のうち、主なものとしては委託料として窓口及び検針収納業務委

託料等でございます。  

 手数料は、水道料金に係る口座振替手数料等でございます。  

 次に、修繕費でございますが、これは計量法に基づく量水器の交換修繕料等でご

ざいます。  

 続きまして、総係費につきまして、給料から雑費までの計３ ,７６７万６ ,３２０

円のうち、４名分の人件費のほか、主なものを御説明いたします。  

 委託料は庁舎警備などの業務委託費で、賃借料では会計システム使用料が主なも

のでございます。  

 次に、減価償却償却費として２億６４３万３５６円、資産減耗費につきましては、

固定資産除却費として１１３万１８８円を支出しており、その他営業費用として材

料売却原価３０万４ ,０６２円を支出しております。  

 次の営業外費用の支払利息３ ,６６８万２ ,８８３円は、備考欄のとおり企業債利

息の支出となっております。  

 次の特別損失、過年度損益修正損５７万９６円につきましては、漏水等による還

付金が主なものでございます。  

 ２５ページに移りまして、資本的収入ですが、給水加入金１１４万円は上水道１

４件、簡易水道２件の給水設備新設等に係る加入金収入でございます。  

 次に、負担金のうち、一般会計負担金は２６６万９ ,７００円で、消火栓設置３

基分の負担金でございます。  

 企業債５ ,２９０万円は、尾鷲市内等の配水管布設替事業に対する上水道企業債

と須賀利地内等の配水管布設替事業及び賀田第１浄水場の機械設備取替事業等に対

する簡易水道企業債の借入金でございます。  

 続きまして、資本的支出のうち建設改良費では、固定資産購入費として機械装置

費で量水器を購入いたしました。  

 上水道施設整備費では、工事請負費として大曽根地内配水管布設替工事ほか２件

の工事費でございます。また、簡易水道施設整備費では、工事請負費として、九鬼

地内配水管改良工事のほか６件の工事費でございます。  
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 次の企業債償還金は、企業債元金の償還金でございます。  

 次ページの２６ページから２９ページには、有形・無形固定資産明細書、投資明

細書及び企業債明細書、最終の３０ページには、上水道、簡易水道別の損益計算書

を添付してございます。  

 決算書の説明については以上でございます。  

 続きまして、行政常任委員会資料について御説明させていただきます。  

 資料の１ページを御覧ください。  

 未収金明細書は、決算書８ページの貸借対照表の２、流動資産の（２）未収金の

うち水道料金分１ ,３１９万６ ,３２５円の明細であり、内訳は、上水道現年度分１ ,

０８４万７２２円、過年度分２０万５ ,１７６円、簡易水道現年度分１１９万１ ,０

７４円、過年度分９５万９ ,３５３円となっております。  

 なお、表の一番下、決算額合計は米印にあるように、未収金の合計は１ ,３１９

万６ ,３２５円となっており、決算書の未収金額と１３９万９００円の差がありま

すが、これは、未収金のうち８９万９００円が消費税還付金、５０万円を回収の見

込みが低い実績より勘案した破産更生債権として位置づけ、同額を貸借対照表の１、

固定資産の投資その他資産の破産更生債権等の貸倒引当金５０万円と計上しており

ます。また、未収金につきましては、決算後水道料金１ ,１３９万７ ,９２２円、消

費税還付額８９万９００円の収納があり、７月３１日現在の未収金は１７９万８ ,

４０３円となっております。  

 ２ページは、令和５年７月３１日現在の年度別水道料金未納者数・未納金額表で

あります。他の年度に比べ令和４年度の未納者数が多いのは、クレジットカードに

よる収納が２か月後となることや、停水予告通知書等の滞納整理文書を受領後に納

付する者が多い傾向にあるためでございます。  

 ３ページを御覧ください。  

 所蔵品在庫調書を添付しております。  

 ４ページを御覧ください。  

 未払金明細書につきましては、決算書９ページ、貸借対照表の負債の部、流動負

債のうち未払金２ ,８５９万５ ,０７６円の明細でございます。  

 ５ページには目別の職員給与費明細書を添付してございますので、御参照くださ

い。  

 ６ページを御覧ください。  

 経営戦略の投資・財政計画に令和４年度決算を反映させたものでございます。網
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かけをしている部分が今回変更となったところでございます。  

 米印の当年度純利益と繰越利益剰余金の欄を御覧ください。  

 令和４年度は当年度純損失が１ ,９８４万円となったことにより、令和４年度の

繰越利益剰余金が３億１ ,３１３万５ ,０００円となりました。  

 次に、７ページを御覧ください。  

 同じく令和４年度決算を反映させたものでございます。下から３行目、米印の令

和４年度の補塡財源不足額がマイナスの４億６ ,９６９万８ ,０００円となり、計画

最終年度、令和１０年度末の運転資金である補塡財源不足額はマイナス３億５ ,４

３７万９ ,０００円となる見込みでございます。  

 以上で令和４年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定に

ついての説明でございます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 水道部からの決算説明は以上でございます。  

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。  

○中村委員   すみません、これ、ちょっとよう見やへんかったんですけど、減価

償却ってどこで出てきていました。水源地の減価償却とか建物減価償却費を、ごめ

ん、もう一回、教えてください。  

○北村水道部次長兼係長   決算書５ページに、損益計算書のほうを掲載させてい

ただいております。そちらの２、営業費用の（６）減価償却費２億６４３万３５６

円、これが減価償却費となっております。  

 以上です。  

○中村委員   すみません、その内訳、概算じゃなくて内訳を教えていただけます

か。  

○北村水道部次長兼係長   内訳につきましては、申し訳ございません、手元に今

ございませんが、積み上げたものが、８ページの貸借対照表上の固定資産のうち、

それぞれの有形固定資産の建物以下の減価償却累計額というものが計上させていた

だいております。  

 以上です。  

○中村委員   こんながっつりしたのじゃなくて、明細がなければ、その建物以下

って言われても、この建物が何なのか、この構造物が何なのかというのがよく分か

らないんですよ。こういう書き方をしていただいても……。  

 それでは、聞き方を変えます。貯水槽とか建物とかの……。建物は、建物とは、
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事務所が入っている、水道部が入っているものを指すんですか。  

○北村水道部次長兼係長   そういった、基本的には、まず、浄水場の建物が、ま

ず、主なものとなっておりまして、それ以外の建屋、浄水場そのほかにも三木里で

もございますし、曽根にもございますし、各地域にございます浄水場の建物等も含

まれております。  

 詳細につきましては、決算書２６ページ、２７ページにございまして、そちらが

当年度、そちらの１番の有形固定資産明細書というものが、これが詳細の内容にな

っております。  

 当年度減少額というのが、当年度減価償却した金額になっておりますので、それ

ぞれ細かい建屋ごとの減価償却費になってまいりますと、固定資産台帳全てを持っ

てこなければならないという状況になってしまいますので、申し訳ございませんが、

こういったこの区分で取りまとめたもので報告させていただきたいと思っておりま

す。  

 以上です。  

○中村委員   それでは、それの、別に今すぐに要りませんので、表を出していた

だきたいと思います。  

○神保水道部長   固定資産台帳を水道部のほうへ御覧に来ていただきたいと思い

ます、そこで。全て出すとすごい量になりますので。  

 委員長、ごめんなさい……。  

○南委員長   これ、減価償却費、例えば分類して、どんどんどんって出やん。細

かい部分ではなしに、もう、それ。  

○北村水道部次長兼係長   実は、紙ベースでは今現在管理をしておらず、電算ベ

ースで管理しております。固定資産台帳全てを打ち出しますと５００ページ以上の

ものになってまいります。そういったものを資料提示ということになりますと、す

ぐにはちょっと御提示することができませんので、いかがさせていただきたい。  

○南委員長   そうやな。水道部で台帳を見てもらう以外ないな、そうすると。  

○中村委員   分かりました。行って、主立ったものだけ打ち出してもらうことに

します。  

○南委員長   じゃ、お願いします。課のほうで対応をお願いいたします。  

 他に。  

○中村委員   それと、２２ページかな、違うわ、２３ページの委託料が３ ,５００

万出ているんですけれども、これ、前も言ったかもしれないんですけれども、これ、
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毎月検針じゃなくて２か月１回検針にされるとか、この赤字に対する努力、きっと

水道代って来年上がるんですよね。  

 水道代を上げることに関して全く異論ないんですけれども、ただ、企業としての

努力をしていただきたいなと思うんです。  

 極端な話、新しいシステムで、中部電力の子会社やったかな、電気と同じように、

水道ももうその電話線か何かで自動的に計量できるシステムがもうできたんですよ

ね。よそのどこかの市では、もうそれを取り入れていると思うんですけれども。  

 本当に今後、きっと検針員もどんどん減ってくるんやないかと思うんですけれど

も、努力をしているというところをやっぱり市民に分かるような形で、ここまで努

力しました、だから、水道の値上げをお願いしますみたいなことをやっていってい

ただきたいなと思います。  

○北村水道部次長兼係長   先ほど委員おっしゃった、中部電力さんが開発された

水電気料金のスマートメーターと連携した水道料金のスマートメーター化、これが

挙げられているかと思うんですけれども、スマートメーター１個自体が約１万円ほ

どすると、それを８年で交換していかなければならない、そういった、例えば１３

ミリのメーターですと、２ ,０００円前後で今では替えることができると、それが

８年で数百個、ごめんなさい、数千個替えなければならないってなると、非常に経

費自体が大きいと。  

 それ以外の通信網を使ったスマートメーターについても、水道協会等で試算をさ

せていただいております。その内容につきましては、私が聞き及んでおる中では、

名古屋市レベルではないと黒字にはならないというふうに伺っております。  

 スケールメリットがないので、今のところ、スマートメーターの導入につきまし

ては二の足を踏んでおるような状況でございます。  

 以上です。  

○中村委員   分かりました。  

 スマートメーターが人口で入れられないんやったら、検針を１か月から２か月に

して、これを半分の経費に抑えるとかの努力を今後していっていただきたいと思い

ます。  

○神保水道部長   その点に関しましても、検討しながら進めていきたいと思いま

す。今のところは、まだちょっと予定はございませんが、毎月やることによって漏

水箇所をかなり発見しているところでございます。その辺も踏まえまして、今後ち

ょっと検討させていただきたいと考えております。  
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○中村委員   漏水問題に関しても、２か月に１回検針しているところに聞いたん

ですけれども、何ら問題はないということで、１か月検針やろうが、２か月検針や

ろうが、その漏水箇所というのは分かるし、個人の負担は軽減されますので、そこ

についての問題点というのを問題視して、この３ ,５００万を半分にまで下げると

いう努力というのは関係ないと思いますので、努力していっていただきたいと思い

ます。  

○北村水道部次長兼係長   漏水問題につきましては、メーター内部の宅内漏水を

発見することがスマートにいけるというふうに考えておるんです。というのは、空

き家がどんどん増えてきておりまして、空き家の中で水漏れがしておると、どうし

ても分からないような状況がずっと続いております。これ、現実問題ございますし、

また、ボールタップ等が壊れておって、水漏れをしておるようなところも発見する

ことができます。  

 こういったことから、２か月検針にしてしまうことによって漏水期間が長くなっ

てしまうのを防ぎたいというのが、１か月検針の目的でございます。  

 今回、３ ,５００万円、この委託料として上げさせていただいておるんですけれ

ども、新規業務委託した業者さんとは、システム自体を尾鷲市が持つのではなくっ

て、業者さんのほうにシステムを持っていただく、それによる保守費用等も大分軽

減させていただいておりますので、そういった意味合いでは、今までの業務委託形

態よりは費用を抑えさせていただいておるような状況でございます。  

 以上です。  

○中村委員   メーター、これ、個人というのか、人間が見て回っているんですよ

ね。ですから、それやったら水道部が直営で見てもらう人を雇って、数字を上げて

もらえばいいだけであって、どうしてわざわざ外部委託して、システムまで向こう

に持ってもらっていて、結局、最後、これ、手で、紙が来ますよね。みんな回って

くるわけじゃないですか。  

 そうやから、どういう形態であれ、市民が納得するような形で下げていくという

努力をもうぜひしていただきたいと思います。見える形でお願いします。  

○北村水道部次長兼係長   実は、窓口業務委託をする前までは、全て水道業務の

検針業務につきましては、尾鷲市が検針員さんに個人委託するという形で、やって

おりました。  

 これにつきましても、検針員自体を尾鷲市で雇い上げてしまいますと、やはり給

与問題の部分で、人件費がかさんでしまいます。これは民間委託することによって
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人件費が下がるという話では、ちょっと話がずれてくるんですけれども、費用面で

は、この窓口業務委託を導入した当初、直営での検針員を雇うよりはこちらのほう

が経費的には安くなると試算をした結果、約２０年前からこの状態が続いておると

いうような形でございます。  

 以上です。  

○中村委員   紀北町は、ここと同じぐらいの水道加入率なんですけれども、検針

費用が７００万か８００万らしいんですよ。  

 それで、この値段の差というのは何なのかなっていつも思うんですけれども、向

こうは２か月に１回やということで、それで、それともう一つ、この窓口業務に関

して、銀行振込をもうもっともっと進めていったら、結局、税金もそうなんですけ

れども、手間ってすごい省けますよね。それについての努力というのはどうなって

いますか。  

○北村水道部次長兼係長   現在、収納別の状況と把握しておるのが、すみません、

おのおのの収納形態が……。遅くなって申し訳ございません、現在の口座振替が、

約７５％の方が銀行口座の振替になっております。クレジットカードが７％、集金、

納付書納付という方が大体１４％というふうな形で、かなりの数がもう納付書払い

というのが減ってきております。  

 納付書払いが一概になくならないというのはなぜかといいますと、尾鷲市外に本

社がある業者さんであるとかというところにつきましては、口座ではなく納付書で

払いたいという方、また、あと、転勤後、コンビニ等で収納したいとか、単身赴任

ですのでコンビニ収納がいいんですという方が、やっぱり一定数ございますので、

また、御高齢の方につきましては、どんどん口座振替に切り替えていっていただい

ておるというのが、この今の収納方法の変更状況でございます。  

 以上です。  

○南委員長   よろしいですか。  

○仲委員   資料の１ページなんですけど、未収金の明細書の下に、滞納整理結果

表とあるんですけど、実は、数字的にはびっくりしておるんですけど、給水停止予

告が２００件あるんですね。それで、給水停止実施予告が１７０件、給水停止執行

が３５あるということは、これ、量水器を取るという意味ですね。  

 過去には、僕は記憶ないんですけど、給水停止執行、４年度は特に多かったとい

うよりも、ここ数年はこのような状態でしょうか。  

○北村水道部次長兼係長   給水停止につきましては、止水栓のところにキャップ
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を打って、鍵をかけるというような形で止水しておるんですけれども、年々、増減

につきましてはあまり変わっていないのが、この状況でございます。  

 ある一定数のやはり、こういう言い方をすると申し訳ないんですけれども、お支

払いが滞る方々、こういった方々がやっぱり一定数ございますので、その方々につ

きまして、停水しますよというまで払わなくていいんでしょうという論法の方もい

らっしゃいますし、停水されて初めてやっとお支払いいただけるという方が一定数

ございますので、申し訳ないですが、こういう数字が上がっておる状況でございま

す。  

 以上です。  

○南委員長   間もなく正午の時報でございますので、中断します。  

（休憩  午前１１時５９分）  

 

（再開  午後  ０時００分）  

○南委員長   続行いたします。  

○仲委員   遠い、随分前は、極端な話、つらい話ですけど、量水器を取って停止

しました。これはなかなかできないことなんですけど、ほいで、言うたキャップを

打つという中で、やっぱり水道部としてはやむにやめずやっておるという中で、こ

れは努力を僕は買うています。  

 そういう中で、今、中村委員さんから２か月検針の提案があったんですけど、過

去にもこういう提案があって、協議した中で、今現在、１か月ごとに検針して水道

料金を納めてもらっておると。それが２か月になるというと、今の料金が倍になる

と。言うたら３ ,５００円だったのが７ ,０００円になると。それが、言うたら、支

払いに滞って未収金につながるというような考え方があって、これ、２か月検針、

進まなんだですね。  

 そこら辺のところは、今現状でどういうふうに考えていますか。  

○北村水道部次長兼係長   仲委員さんおっしゃるように、やはり２か月ってなる

とやはりためてしまうということでお支払いしづらいという方も、当然、一定数ご

ざいますので、そういう意味合いも考えてやはり１か月健診が妥当であるのかなと

いうふうには考えております。  

 以上です。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○南委員長   ないようですので、水道部の決算審査を終わります。ありがとうご

ざいました。  

 正午を回ったんですけれども、そのまま採決に行ってもよろしいですか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   じゃ、ここで１０分間休憩します。  

（休憩  午後  ０時０１分）  

 

（再開  午後  ０時１０分）  

○南委員長   それでは、会議を続行いたします。  

 当委員会に付託されました条例改正が３本、補正予算関係が４本、決算認定が５

本ですか、これの採決を行いたいと思います。  

 まず初めに、議案第３９号、尾鷲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について、可決すべきとする者の、委員の挙手を

求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 次に、議案第４０号、尾鷲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について、可決すべきとする者の挙手をお願いいたします。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 続きまして、議案第４１号、尾鷲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、可決すべきとする者の挙手

を求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 次に、補正予算関係に移ります。  

 議案第４２号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）の議決について、

可決すべきとする者の、委員の挙手を求めます。  

（挙  手  多  数）  

○南委員長   挙手多数。挙手多数であります。  

 次に、議案第４３号、令和５年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）の議決について、可決すべきとする者の挙手を求めます。  



－３０－ 

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 次に、議案第４４号、令和５年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）の議決について、可決すべきとする者の挙手を求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 次に、議案第４５号、令和５年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第１号）の議決

について、可決すべきとする者の挙手を求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 次に、決算のほうに入らせていただきます。  

 議案第４６号、令和４年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について、認定す

べきとする者の、委員の挙手を求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 議案第４７号、令和４年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定すべきとする委員の挙手を求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 議案第４８号、令和４年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定すべきとする委員の挙手を求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 次に、議案第４９号、令和４年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について、認定

すべきとする委員の挙手を求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。挙手全員であります。  

 それでは、最後に、議案第５０号、令和４年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰

余金の処分及び決算の認定について、可決及び認定すべきとする委員の挙手を求め

ます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。全員でございます。  
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 当委員会に付託されました全議案、全て委員会可決すべきものと決定いたしまし

た。ありがとうございます。  

 それと、委員長報告については一任でよろしいですか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、委員長報告については、委員長一任ということでさせて

いただきます。  

 長時間にわたり、行政常任委員会、協力していただきまして、ありがとうござい

ます。  

 なお、予定のしておりました日程につきましては全て休会になりますので、２７

日の本会議で、午前１０時より本会議を行いますので、よろしくお願いいたします。  

 これにて常任委員会を閉会いたします。ありがとうございました。  

（午後  ０時１６分  閉会）  

 


